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企業、団体等のネットワーク

⑤　各機関、目撃・発見通報は石川警察署浅川駐在所へ連絡。
⑥　行方不明者を保護した石川警察署浅川駐在所より、浅川町保健福祉課へ連絡。
⑦　保健福祉課から各ネットワークへ発見の連絡。

〇　捜索は通常業務の範囲内で各自協力

・浅川町への情報集約、情報発信業務は日直が対応。（マニュアル作成）
・各自家族等から第一報があれば、浅川町役場へ連絡。土日のケース

時間外の
ケース

・基本的に翌日対応する。
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※捜索願は家族等の意思によることを基本とする。

家族等が不在の場合は駐在と役場で相談の上、

捜索の対応を検討する。


